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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年１月３０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 火災 

発生日時 平成２５年５月１日 １３時４８分ごろ 

発生場所 千葉県南房総市野島崎東方沖 

 南房総市所在の野島埼灯台から真方位１０６°１４海里付近 

 （概位 北緯３４°５０.２′ 東経１４０°０９.５′） 

事故調査の経過  平成２５年５月２日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか２人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

巡視船 しきね、１,３２４トン 

 １４１０３９、国土交通省 

 ８９.３５ｍ×１１.００ｍ×５.００ｍ、鋼 

 ディーゼル機関４基、１４,７６０kＷ（合計）、平成２１年４月 

１６日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６０歳 

 二級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成６年１１月２４日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２０年１２月１５日 

  免状有効期間満了日 平成２６年２月１６日 

機関長 男性 ４５歳 

 一級海技士（機関） 

  免 許 年 月 日 平成９年８月１１日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２３年１月１２日 

  免状有効期間満了日 平成２８年２月３日 

 死傷者等 なし 

 損傷 ２号主機Ｂ列排気管スレーブ過給機に焼損、ローター軸に曲損及びイ

ンペラー翼に摩滅、第１機関室天井内張に焼損等 

 事故の経過  本船は、船長及び機関長ほか３０人が乗り組み、野島崎東方沖を増

速しながら西進中、平成２５年５月１日１３時４８分ごろ、火災探知

装置の警報が作動し、機関長が、機関室監視カメラにより、第１機関

室２号主機Ｂ列排気管スレーブ過給機（以下「本件過給機」とい

う。）から炎が上がっていることを認めた。 

本船は、２号主機等を停止し、防火部署を指示して消火器３本によ
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る初期消火を行ったが、完全に消火できなかった。 

本船は、第１機関室を密閉消火するため、水密滑り戸などを閉鎖し

た後、炭酸ガスを注入した。 

本船は、第１機関室温度が４６℃まで低下した後、第１機関室の炭

酸ガスを強制排気し、来援した海上保安庁の特殊救難隊によって鎮火

が確認された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北東、風速 約５.６m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 その他の事項 

 

 本船の主機は、シーケンシャル過給方式を採用しており、過給機の

運転台数を負荷率により、２台運転と４台運転に切り替えていた。 

主機のＡ列排気管とＢ列排気管には、全ての負荷範囲にわたって運

転されるマスター過給機及び高負荷で運転されるスレーブ過給機が、

それぞれ１台ずつ配置されており、負荷率によって過給機の運転台数

が変化していた。 

負荷率による過給機の運転台数は、機関制御システムの作用で排気

入口弁（以下「本件入口弁」という。）と給気出口弁を全閉又は全開

にすることにより、切り替えられ、主機の負荷が高負荷領域に入れ

ば、本件入口弁と給気出口弁が開き、スレーブ過給機が運転されるこ

ととなっていた。 

過給機は、主機から排気ガスの流入するタービン側及び主機へ給気

を送るブロア側に区分され、ブロア側は、ケーシング、インペラー、

給気サイレンサー等で構成されていた。 

本船は、本事故発生前、増速の操作をしていた際、排気高温度警報

が作動したことから、機関長の指示で増速及び減速操作を繰り返し、

負荷率の変化により、機関制御システムの作用で本件入口弁へ開閉の

信号が出ていた。 

製造事業者による本件過給機の分解点検結果は、概略、次のとおり

であった。 

・本件入口弁は、軸の嵌
かん

合部の摩耗が進行し、段付きの程度が軸の

回転角度で約５０°の遊びが発生していた。 

・給気サイレンサー端面の約１／３が溶損していた。 

・給気サイレンサー内に設置されたフェルトセグメンツと呼称され

る吸音材（以下「本件吸音材」という。）が焼失していた。 

・ローター軸がブロワ側で曲損し、曲損部に亀裂が見られた。 

・インペラーの翼が半分程度に減少していた。 

製造事業者による主機プロファイルデータの解析結果及び本件吸音

材と同一規格の吸音材の発火試験結果は、概略、次のとおりであっ

た。 

・平成２４年１２月２５日ごろから、低負荷運転から高負荷運転へ

切替え時にサージングによる本件過給機の回転数変動が発生して
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いた。 

・本件吸音材と同一規格の吸音材の使用済み品と新品とで発火試験

を行ったところ、前者は２６６℃で発火し、後者は２７２℃まで

加熱したが、発火は見られなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

本船は、野島崎東方沖を西進中、増速しようとした際、主機の排気

高温度警報が作動したので、増速及び減速操作を繰り返し、負荷率の

変化により、機関制御システムの作用で本件入口弁へ開閉の信号が出

ていたところ、本件過給機にサージングが継続されたことから、ブロ

ワ内の空気温度が上昇してサイレンサー内に付着した煤
すす

や埃
ほこり

が発火

して本件吸音材が燃え、サイレンサー内の給気温度上昇に伴い、イン

ペラーの先端部が高温で摩滅してブロワの給気量が低下し、火炎及び

煙がサイレンサーの外側に拡散して機関室天井などに延焼した可能性

があると考えられる。 

本件過給機のサージングは、経年変化によって本件入口弁の嵌合部

に過大な段付き摩耗が進行し、本件入口弁が全開せず、本件過給機に

おいて、タービン側へ流入する排気ガス量が少なくなった分、相対的

にブロワ側の給気圧力が他の過給機の給気圧力より低くなり、給気を

主機へ送りにくくなったことにより発生した可能性があると考えられ

る。 

原因  本事故は、本船が、野島崎東方沖を西進中、増速しようとした際、

主機の排気高温度警報が作動したので、増速及び減速操作を繰り返

し、負荷率の変化により、機関制御システムの作用で本件入口弁へ開

閉の信号が出ていたところ、本件過給機にサージングが継続されたた

め、ブロワ内の空気温度が上昇してサイレンサー内に付着した煤や埃

が発火して本件吸音材が燃え、サイレンサー内の給気温度上昇に伴

い、インペラーの先端部が高温で摩滅してブロワの給気量が低下し、

火炎及び煙がサイレンサーの外側に拡散して機関室天井などに延焼し

たことにより発生した可能性があると考えられる。 

参考 本事故の発生を受け、次の再発防止策が講じられた。 

1. 海上保安庁 

同型主機を搭載する巡視船に対し、概略、次の再発防止策を通知

した。 

・増速時に本件入口弁などが切り替わることを確認し、切り替わら

ないなどの不具合が発生した場合は、増速しないこと。 

・次の現象の全てが発生した場合は、２台の過給機運転とするこ

と。 



- 4 - 

① 増速時に過給機が２台から４台へ切り替わるとき、排気高

温度警報が作動する。 

② ４台の過給機運転に移っても排気温度が安定しない。 

③ 増速時に過給機が２台から４台へ切り替わるとき、サージ

ングが発生している。 

・２台の過給機運転において、休止中の過給機が回転数毎分

（rpm）６,０００以上である場合は、６,０００rpm 以下となるよ

うに減速すること、また、排気温度が５５０℃付近にある場合は

主機を停止すること。 

2. 製造事業者 

海上保安庁に対し、概略、次の再発防止策を提案した。 

・増速時に過給機が２台から４台へ切り替えられた後、サージング

が継続し、機関回転数が停滞して排気温度が上昇する場合は、主

機を１,２５０rpm 以下へ減速し、２台の過給機運転とすること。 

・前記の状態が発生した場合は、本件入口弁の遊びを確認し、３

０°以上認めた時は、新替えすること。 

・２台の過給機運転において、休止中の過給機が７,０００rpm 以上

ある場合は、リンクロッドを調整すること。 

・吸音材の洗浄については、１,０００時間を目安に非可燃性の液

体を使用して実施すること。 

 


